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策定のガイドライン 
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社団法人　日本獣医師会 
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事 務 連 絡
平成１７年８月３１日

各都道府県国民保護法制担当部局 殿

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
農林水産省生産局畜産部畜産企画課

動物の保護等に関して地方公共団体が配慮すべき
事項についての基本的考え方について

武力攻撃事態等における国民の保護に関する措置に関する法律（平成１６年法律第１
１２号）第３２条第４項の規定に基づき定められた「国民の保護に関する基本指針 （第」
４章第１節４（８ ）においては、地方公共団体は、要避難地域等において飼養又は保）
管されていた動物の保護等に関して配慮すべき事項について、国民保護計画に定めるよ
う努めることとされているところである。
今般、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室及び農林水産省生産局畜産部畜産企画

課においては、この配慮すべき事項についての基本的な考え方を別紙のとおりとりまと
めたので通知する。
なお、関係部局及び貴都道府県内の市町村には貴局から通知願いたい。

担当：
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室室長補佐 青木正伸

TEL03-3581-3351 6429内線
FAX03-3508-9278

農林水産省生産局畜産部畜産企画課課長補佐 松本隆志
TEL03-3502-8111 3865内線
FAX03-3501-1386
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別紙１

動物の保護等に関して地方公共団体が配慮すべき事項についての基本的な考え方

１ 平素からの備え

、 、 、地方公共団体は 平素において 災害時における動物の管理等への備えと併せて
必要に応じ、以下の措置の実施に努めるものとする。

○ 危険動物等の逸走対策

、 （ ）・地方公共団体は 動物の愛護及び管理に関する法律 昭和４８年法律第１０５号
第１６条の規定等に基づき、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある
動物（以下「危険動物」という ）等の所有者、飼養状況等について、あらかじ。
め把握すること。

・地方公共団体は、武力攻撃事態等において、危険動物等が逸走した場合の連絡体
制並びに関係機関及び関係地方公共団体との役割分担の明確化や協力体制につい
て、あらかじめ整備すること。

○ 要避難地域等において飼養又は保管されていた家庭動物等の保護等
・地方公共団体は、武力攻撃事態等において、所有者等が行う要避難地域等におい
て飼養又は保管されていた家庭動物等の適切な飼養又は保管の活動への支援や動
物愛護管理センター等の活用等当該地方公共団体が実施する措置に関し、連絡体
制の整備や関係機関及び関係地方公共団体との役割分担の明確化や協力体制につ
いて、あらかじめ整備すること。

・地方公共団体は、武力攻撃事態等において、要避難地域における家庭動物等の保
護等を行うためにケージ おり 等の必要な資材や飼料等の確保に関する取組 関（ ） （
係する企業等の連絡先の把握その他の供給・調達体制の整備等）を行うこと。

２ 武力攻撃事態等における動物の保護等
地方公共団体は、武力攻撃事態等において、以下の措置を実施する者の安全の確

保に十分配慮して、可能な範囲で、関係機関及び関係地方公共団体と連携協力を図
りながら、当該措置の実施に努めるものとする。

○ 危険動物等の逸走対策

・地方公共団体は、武力攻撃事態等において、危険動物等が逸走した場合は、住民
及び避難住民への周知並びに避難誘導を図ること。
・地方公共団体は、逸走した危険動物等の迅速な捕獲等の必要な措置を行うこと。
・地方公共団体は、逸走した危険動物等により住民及び避難住民に危害が及んだ場
合には、迅速な救援活動等を行うこと。

○ 要避難地域等において飼養又は保管されていた家庭動物等の保護等
・地方公共団体は、武力攻撃事態等において、所有者等が行う要避難地域等におい
て飼養又は保管されていた家庭動物等の保護の支援や負傷した家庭動物等の保護
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収容を行うとともに、家庭動物等についての相談・助言等の必要な措置を実施す
ること。
・地方公共団体は、武力攻撃事態等において、動物の愛護及び避難住民の精神的安
定等を図る観点から、所有者等が要避難地域等において飼養又は保管されていた
家庭動物等の飼養又は保管を避難所において行う場合には、その活動を支援する
とともに、家庭動物等についての相談・助言等必要な措置を実施すること。

３ 緊急対処事態における動物の保護等

緊急対処事態における動物の保護等については、１及び２に準ずるものとする。
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[資 料 編]

静岡県被災動物救護対策会議要綱

（趣旨）

第1条 この要綱は、被災した動物の救護対策のために開催する静岡県被災動物救護対策

会議（以下「会議」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるもの

とする。

（所掌事務）

第2条 会議は、動物の被災状況を分析、検討して動物救護の本部設置に関する事務を所

掌する。

（構成）

第3条 委員は、次のとおりとする。

（１） 社団法人静岡県動物保護協会の代表者ら３～４人

（２） 社団法人静岡県獣医師会の代表者ら 3～4人
（役員）

第4条 会議に委員長及び副委員長を置く。

  ２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

（会議の招集）

第5条 会議は委員長が招集する。

  ２ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

  ３ 委員長が必要があると認めるときは、静岡県、静岡市、浜松市の動物愛護管理担

当職員の出席を求めることができる。

（事務局）

第6条 会議の事務局は社団法人静岡県動物保護協会が務める。

附則

１ この要綱は、平成  年  月  日から施行し、静岡県動物救護本部設置が決定さ

れた時点で効力を失うものとする。

２ この要綱の改廃は、(社)静岡県動物保護協会、(社)静岡県獣医師会により行うものとす
る。
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救護対策会議招集連絡網

情報源
（行政機関・動物愛護団体・一般県民等）

↓ 

事務局
（県動物保護協会事務局）

電 話＜０５４＞２５１－６０３６
ＦＡＸ＜０５４＞２５４－４９８０

↓

県獣医師会事務局と協働し、情報整理
↓

（救護対策会議開催の必要性あり）
↓

[県動物保護協会事務局]
電話＜054>251-6036 
FAX＜054＞254-4980 

[県獣医師会事務局]
電話＜054＞251-6035 
FAX＜054＞254-4980 

        ↓                 ↓
県動物保護協会長    （１） 県獣医師会長      （１）

県動物保護協会副会長  （２） 県獣医師会副会長    （２）

県動物保護協会静岡支部長（３） 県獣医師会開業部会長  （３）

        ↓                 ↓ 
県動物保護協会被災地支部長 県獣医師会被災地支部長

＊ 連絡網の氏名、住所、電話番号等を記入した名簿については、県動物保護
協会並びに県獣医師会事務局が別に作成し、保管・管理する。
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静岡県被災動物救護本部設置要綱

第1条  本会は、静岡県被災動物救護本部（以下「本部」という。）と称し、静岡県被災動
物救護対策会議の決定に基づき設置する。

（目的）

第2条  本部は動物愛護精神及び動物と人の絆を守る観点から、東海地震で被害を受けた
動物の救護などを行うことを目的とする。

（活動内容）

第3条  本部は次の救護活動を行うものとする。
（１）負傷している動物の保護、治療、保管

（２）逸走動物の保護収容・保管

（３）飼育困難な動物の一時保管

（４）所有権を放棄された動物の受入れ

（５）新たな飼主探し

（６）保護したペット動物の所有者探し及び情報提供

（７）被災地で飼育されている動物に対する餌の配布

（８）その他動物に関する相談

２ 本活動は、動物愛護の立場から行うものであり、原則としてボランティア活動と

して行うものとする。

３ 活動の具体的な内容については、本要綱で定める本部会議を開催して決定するも

のとする。

（活動範囲）

第4条  救護活動を行う範囲は、県内で被害を受けた区域とする。
（救護対象動物）

第5条  救護を行う動物は、原則として前条の区域で飼育されている犬、ねこなどの動物
で、明らかに被災により救護を必要としている動物とする。

（構成団体）

第6条  本部は、当面、次の団体により構成（以下「構成団体」という。）する。
（１）（社）静岡県動物保護協会（以下「協会」という。）

（２）（社）静岡県獣医師会（以下「獣医師会」という。）

２ 本部の目的に賛同する公益法人及び賛助団体が本部に参加しようとする場合は、

本要綱で定める本部会議において承認を得なければならない。

（本部会議）

第7条  本部の活動内容等について協議を行うため、本部会議を開催するものとする。
２ 本部会議は、構成団体の代表者の中から選出された委員により構成する。
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３ 本部会議は、必要があると認めるときは、静岡県、静岡市、浜松市の動物愛護管

理担当職員の出席を求めることができる。

（役員等）

第8条  本部に次の役員及び監事を置く。
本部長  1名
副本部長 2名
幹事   4名
監事   2名

２ 役員選出は、本部会議構成員の互選による。

３ 監事は本部長が委嘱する。

４ 本部長は、本部を代表し、本部会議の招集及び本部事業を総理する。

５ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

（事務局）

第9条  本部の事務を処理するために、事務局の事務所を静岡県獣医畜産会館 2階とする。
２ 事務局員は、構成団体実務担当者の中から本部長が委嘱する。

３ 事務局は、次の各部により事務を行うものとする。

（１）総務部 本部の予算・決算、義援金等の受入れ・管理、他の機関・団体との連

絡・調整等

（２）情報部 情報の把握・広報・相談窓口・報道機関への対応等

（３）人材部 専門家・ボランティアの受入れ・各支部への派遣調整等

（４）施設部 被災動物救護センター施設等の資材調達・建設・管理運営

（５）物資部 餌・医薬品等物資の調達、各支部等への配布、物資基地の管理

（資産及び会計）

第10条  本部の運営及び活動経費は、協会の動物救護引当金及び義援金等によるものとす
る。

２ 本部の収支決算は、活動終息後、すみやかに、本部長が作成し、監事の監査を経

て、本部会議の承認を受けなくてはならない。

（支部）

第11条  本部の下部組織として次の 1２支部を置き、各支部に支部長を置く。
賀茂支部、熱海支部、沼津支部、御殿場支部、富士地区支部、静岡支部、志

太支部、榛原支部、小笠支部、磐田支部、浜名支部、浜松支部

（連絡体制）

第12条  本部、支部及び他の機関・団体との連絡体制は、図 1のとおりとする。
２ 支部の連絡体制は、各支部ごとに作成するものとする。

（救護施設）

第13条  一時保管並びに収容した負傷動物及び逸走動物の保管等を行うため、次の動物救
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護施設を設置するものとする。

（１）緊急動物保護施設

短期間の一時保管施設として、静岡県の動物保護管理所（4ヵ所）及び静岡市
動物指導センターを使用する。

（２）臨時動物救護病院

負傷動物の短期治療施設として獣医師会会員の病院を本部が依頼する。

（３）被災動物救護センター

保管動物すべてが譲渡等されるまでの間の長期にわたる保管施設として本部

が設置する。

２ 前項の施設の維持・管理は次のとおりとする。

（１） 緊急動物保護施設及び臨時動物救護病院は、本部の管理下に置くものとする

が、その維持・管理は、それぞれの施設の責任において行うものとする。この

際、ボランティアの協力を得ることもある。

（２） 被災動物救護センターは、本部が直接維持・管理するものとする。なお、維

持・管理にあたっては、ボランティア団体の協力も得るものとする。

附則

１ この要綱は、平成  年  月  日から施行し、本部が終息の確認を行った日

に効力を失うものとする。

２ この要綱の改廃は、（社）静岡県動物保護協会、（社）静岡県獣医師会により行う

ものとする。
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救護本部設置招集連絡網

救護対策会議による救護本部設置決定
↓

本部事務局（県動物保護協会事務局）
電話＜０５４＞２５１－６０３６
FAX＜０５４＞２５４－４９８０

↓
県獣医師会事務局と協働し、本部委員を招集
↓                   ↓

[県動物保護協会事務局]
電話＜054＞251-6036 
FAX＜054＞254-4980 

[県獣医師会事務局]
電話＜054＞251-6035 
FAX＜054＞254-4980 

↓                   ↓
県動物保護協会長
（対策会議委員）

県獣医師会長
（対策会議委員）

県動物保護協会副会長
（対策会議委員）

県獣医師会副会長 3名
（含・対策会議委員）

県動物保護協会静岡支部長
（対策会議委員）

県獣医師会開業部会長
（対策会議委員）

県健康福祉部生活衛生室
電話＜054＞221-2448 

県獣医師会開業部会副部会長
            3名

静岡市動物指導センター
電話＜054＞278-6409 

県獣医師会被災地支部長

浜松市保健所生活衛生課
電話＜053＞453-6113 

県獣医師会常務理事
（対策会議委員）

県動物保護協会被災地支部長

保護協会事務局長
（対策会議委員）

＊ 連絡網の氏名、住所、電話番号等を記入した名簿については、県動物保護
協会並びに県獣医師会事務局が別に作成し、保管・管理する。
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図 3

セ ン タ ー 組 織 図

センター長

副センター長 副センター長

   
事 務 局 獣 医 療 班 飼育・管理班

班長 本部職員 班長 獣医師 班長 ボランティアチーフ

班員 ボランティア 班員 ボランティア 班員 ボランティア

業務

・ 本部との連絡調整

・ 会計

・ 業務集計・報告

・ 電話受付

・ ボランティア管理

・ 物資管理（医薬品

以外）

・ 避難所への物資供

給

・ その他（他班に属

さないもの）

業務

・ 動物の健康管理

・ 負傷動物治療

・ ワクチン接種等

・ 不妊・去勢手術

・ 医薬品管理

・ 被災地・避難所へ

の医薬品供給

・ その他（医療に関

すること）

業務

・ 動物の飼育・管理

・ 施設の管理

・ 動物の運動

・ 動物の譲渡

・ 一時預かり

・ その他
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　動物のための防災準備動物のための防災準備 　

　大大災害が起きた時、「広域避難所」に動物といっしょに避難すること

になります。しかし、そのとき避難所の中にいっしょに入れません。動物
は、近くの「動物救護所」で過ごすことになります。
　そのために、必要な準備をしておきましょう。
　動物救護所では、愛犬愛猫に必要な生活用品を、基本的に飼い主の責任
で揃えることになります。

　

　治治療中や、心臓病などの継続投薬が必要な動物には、非常時に備え、

薬の予備を持つ習慣をつけてください。
　

　ワワクチン、ノミダニ予防、フィラリア予防など、健康

管理も忘れずに！

1.食事について
　災害が発生してから、行政の救援が動き出すまで３日かかると言われて
います。３日間はしのげるようにしておきましょう。

1.愛犬愛猫の食事３日分
2.ケージ。リード。ハーネス
3.迷子札、鑑札票、マイクロチップ等の装着
4.食器
5.愛犬愛猫の写真、数枚（捜索や確認が必要な
時に使います）
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2.ケージについて
　緊急退避の時、愛犬や愛猫が生活できるような大きなケージを、持ち出
せるとは思いませんが、同行して移動する時には、小型犬や猫は
キャリーバックに入れてください。

4.食器について
　救護所内の動物達は、慣れない環境でかなり緊張している
ため、食欲の無いことも多いでしょう。そんな中でも自分の
いつも使っている食器なら少しでも落ち着けると思います。マイ食器を忘
れずに1.の３日間の食事と一緒に持ち出してください。

5.写真について
　できれば健康手帳があればベストです。 手帳に、ワクチン歴や
病歴を記入し、飼い主といっしょに写っ ている写真を何枚か貼
り付けておいてください。

3.個体識別について
　災害時には、愛犬愛猫が飼い主と離ればなれになることも往々
にして発生します。行方不明のこの子達を探すために個体識別が
大変重要になってきます。
　　　　　　　　　　　身元を確認するためには、迷子札、登録
　　　　　　　　　　鑑札票、首輪、リボン、マイクロチップ等
　　　　　　　　　　がありますが、この中で最も有効なものは
　　　　　　　　　　マイクロチップです。マイクロチップは、
　　　　　　　　　　動物の頚部の皮膚の下に、専用注射器で埋
　　　　　　　　　　　め込みます。一度装着すれば、半永久的
　　　　　　　　　　　に間違いなく個体識別が可能です。
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　　災害が発生したら　災害が発生したら　

人命第一！人命第一！
　愛犬や愛猫が、災害を無事乗り切るための頼みの綱は、飼い主であるあ
なた自身です。まずはあなたが無事でなければなりません。慌てずに、ま
ず、自分を含めた家族の安全を確保してください。

動物動物といっしょに避難する。

　いくら避難所が近くても、危険地帯に指定されると
自宅に戻れなくなる場合が発生します。自宅に残されて、自力で生活でき
る動物はいません。もちろん状況にもよりますが、事情の許す限り同行避
難してください。

猫や小型犬猫や小型犬はキャリーバックに！

　人間もパニックになっていますが、特に猫はもっとパニックになってい
ます。家でおとなしい猫でも外に出ると変わってしまう猫も多いようです。
逃げてしまうと見つからないので、移動中は絶対に蓋を開けないようにし
てください。安全な場所に着いて落ち着いてから、開け るように
してください。

首輪首輪は少しきつめ、リードは丈夫なものを！

　中型犬や大型犬は、救護所で入るケージは 無い可能性が高く、２
～３日はリードで係留して管理 することになります。
係留時だけでなく、避難途中で も首輪が抜けないよう、
少しきつめにしておく必要がありま す。伸縮性のリードや胴
輪はよくありません。
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 ボランティアのご案内

＜ボランティアを希望される皆様へ＞

ボランティア活動は安全と調和が大きな柱となります。

被災動物救護に携わるボランティアは下記のことに留意して下さい。

登録する前によくお読み下さい。

１ 経費について

ボランティア活動にかかる経費等はすべて自己負担をお願いしています。

（１） 交通費：自己負担でお願いします。

（２） 服装：ユニホーム等はありません。各自作業のできる服装をご用意下さい。また、

汚れる場合もありますので着替えも必要です。

（３） 宿泊施設：宿泊施設はありません。必要な方はビジネスホテル等を各自の負担で利

用して下さい。

（４） 食事：昼食、飲み物等も各自負担でお願いします。

２ 活動の場所について

ボランティア活動をしていただく場所は下記のいずれかになります。

（１） 緊急動物保護施設

（２） 臨時動物救護病院

（３） 被災動物救護センター

３ 活動上の注意

安全第一、責任ある行動をモットーにします。

（１） 時間厳守で集団活動であることを認識して下さい。

（２） 犬舎、ねこ舎のどちらを担当するかご希望に添えない場合もあります。

（３） 動物の世話以外の清掃、洗濯、修理等の作業にもご協力願います。

（４） それぞれの場所には責任者がいます。作業の安全と調和のため必ず責任者の指示に

従って下さい。

（５） 不明なことや問題点は必ず責任者に相談・報告して下さい。

（６） 救護本部として、ボランティア傷害保険に加入しますが、個人でも傷害保険あるい

はボランティア保険に加入することをお勧めします。また、健康保険証又はその写

しを携帯して下さい。

（７） 保護収容された動物は、なれない環境で不安な状況にいます。両者が信頼を得られ

るようにするとともに、怪我をしないよう注意して下さい。また、動物が逃げ出さ

ないよう注意して下さい。（お預かりしている大切な動物です。）

４ その他

（１） 初回参加、都合による欠席、予定外の参加、次回参加予定等の連絡は早めにお願い

します。

（２） 18歳未満の方は保護者の承諾書を活動当日ご持参下さい。
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４ 被災後の救護対策
対   策 内   容

(1)救護活動の開始 ①被災動物の状況把握
②被災動物救護対策会議の開催
③被災動物救護本部の設置
④関係行政機関、動物関係団体との連絡調
整
⑤ボランティア等の調整
①緊急動物保護施設の管理
②臨時動物救護病院の依頼

(2)被災動物救護センタ
ー等の設置

③被災動物救護センターの設置・運営
①被災動物の情報収集
②飼い主からの依頼による一時預かり
③飼い主不明動物の保護収容
④負傷動物等の治療

(3)被災動物の保護収容

⑤感染症等の予防措置

①被災動物に関する県民からの問い合わせ
に対応
②被災動物飼育者の要望等の収集

(4)情報の収集・発信

③保護収容動物の情報発信
(5)救護センター等に保
護収容されない被災動物
に対する支援

避難所等に飼育者とともに暮らす動物に対
する支援。

①一時預かり動物の飼育者への返還(6)被災動物の返還・譲
渡 ②飼い主不明動物等の新飼育者への譲渡
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５ 被災動物救護計画の分担表

平 常 時 被 災 後
静岡県動物保護
協会

・飼育者等に対する啓発
・一般県民に対する救護
意識の普及啓発

・救護計画の策定
・情報システムの整備
・緊急時のペットフード
の確保に関する協議と
合意

・被災動物情報の収集・発信
・被災動物救護対策会議の開催
・被災動物救護本部の設置
・緊急動物保護施設の管理
・被災動物救護センターの設置
・被災動物保護収容
・緊急災害時動物救援本部との連
絡調整
・動物愛護団体、ボランティア等
との連絡調整

静岡県獣医師会 ・飼育者等に対する啓発
・救護計画の策定
・情報システムの整備
・臨時動物救護病院の確
認･整備    

・緊急時の医薬品の確保
に関する協議と合意

・被災動物救護対策会議の開催
・被災動物救護本部の設置
・臨時動物救護病院の指定
・被災動物救護センターの設置
・緊急動物保護施設、臨時動物救
護病院、被災動物救護センター
に保護収容した動物の治療・健
康保持

静岡県 ・県民への啓発
・ 市町への指導
・ 情報収集
・ 情報システムの整備

・被災動物救護活動への支援
・他県・関係機関との連絡調整
・被災動物の情報収集・発信

市町 ・被災動物救護センター
設置候補地の調査・検
討

・ 住民への啓発
・ 犬・ねこの飼育状況の
把握

・ 情報システムの整備

・被災動物救護センター設置用地
の確保・開設支援、開設の広報
・被災動物の情報収集・連絡
・被災動物飼育者の要望等の収集
・避難所における動物飼育支援
・被災動物救護活動への支援

ボランティア ・ ボランティア登録
・ 情報システムの整備

・被災動物救護センター等におけ
る被災動物の飼育・施設管理
・救護センター以外の被災動物や
飼育者に対する支援
・情報収集・調査・報告
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被災動物救護センター運営要領

１ 役員

被災動物救護センター（以下「センター」という。）に次の役員を置く。

[センター長 1名]
センター長は、センターを代表し、センター内の活動を統括する。

[副センター長 2名]
  副センター長は、センター長を補佐し、センター長不在の場合は代行する。

  それぞれ代理を置くことができる。

２ ミーティング

 センターの円滑な運営のため、以下のミーティングを行う。

（１）[役員ミーティング]
 役員によるミーティングを必要に応じて開催する。

（２）[全体ミーティング]
 収容動物の情報交換のための全体ミーティングを必要に応じて開催する。

 （１）、（２）とも進行役はセンター長又は副センター長とする。

（３）[獣医療ミーティング及びボランティアミーティング]
  獣医療ミーティング及びボランティアミーティングは毎日行う。

獣医療ミーティングでは、ボランティアチーフから動物の健康状態を把握し、診

療後に治療内容の説明、投薬、健康管理の方法を、ボランティアチーフに指示する。

ボランティアミーティングでは、ボランティア活動が円滑に行えるように、十分

な意思伝達を行う。

３ センターのスケジュール

 基本的なセンターのスケジュールは以下による。

08：30 オープン
 09：00 始業
 11：00 ボランティアミーティング
 12：00 昼食
 13：00 獣医療ミーティング１
 14：30 獣医療ミーティング２
 14：40 ボランティアミーティング
 15：00 業務再開
 17：15 業務終了
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４ 飼育ボランティアのスケジュール

犬舎及びねこ舎の飼育ボランティアの基本的なスケジュールは以下による。

時間 犬 ねこ

09：00 運動場で排便。
犬舎の清掃

水換え、餌やり

健康状態の確認（便、採食量）

ねこ舎の清掃

水換え、餌やり

10：30 運動場の清掃等

11：00 ボランティアミーティング
（チーフは、獣医師に犬の健康状態

を伝達するための情報把握）

ボランティアミーティング

（チーフは、獣医師にねこの健康状態

を伝達するための情報把握）

休憩等

15：30 運動場で排便。
犬舎の清掃

水換え、餌やり

健康状態の確認（便、採食量）

ねこ舎の清掃

水換え、餌やり

16：00 運動場の清掃等

16：30 ボランティアミーティング
（チーフはその日の情報を伝達）

ボランティアミーティング

（チーフはその日の情報を伝達）

５ 獣医療スケジュール

 獣医療については基本的に以下のスケジュールによる。

13：00 獣医療ミーティング１（ボランティアチーフから健康状態把握）
診療録確認

回診（1頭ずつ）
診療、必要に応じて検査

診療録記入

14：30 獣医療ミーティング２
（ボランティアチーフは、獣医師の指示に従い健康管理及び投薬等を行う）

【診療の注意点】

輪番に獣医療を行う関係上、獣医療の継続性に配慮して診療をお願いします。

【ミーティングの基本的な構成】

役員ミーティング センター長、副センター長、センター内事務局

全体ミーティング センター長、副センター長、獣医師、ボランティアチーフ、

一般ボランティア

獣医療ミーティング 獣医療担当副センター長、獣医師、ボランティアチーフ

ボランティアミーティング ボランティア担当副センター長、ボランティアチーフ、一般

ボランティア
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緊急動物保護施設

収容可能頭数

（概数）

№ 名    称 事務所所在地

（管理所所在地）

電   話

＜Ｆａｘ＞

犬 ねこ

１ 静岡県賀茂健康福祉

センター（保健所）

動物保護管理所

下田市中 531－1 0558-24-2057 
<0558-24-2169>

２８ ２４

２ 静岡県東部健康福祉

センター（保健所）

動物保護管理所

沼津市高島本町 1－3

（沼津市足高 108-50）

055-920-2113 
<055-920-2194>

５７ ３０

３ 静岡県富士健康福祉

センター（保健所）

動物保護管理所

富士市本市場 441－1

（同  上）

0545-65-2679 
<0545-65-2288>

３５ ２０

４ 静岡市動物指導

センター

静岡市産女 953 

（同  上）

054-278-6409 
<054-278-2987>

３０ ２０

５ 静岡県動物管理指導

センター

浜松市大山町 3551－1

（同  上）

053-437-0142 
<053-437-9690>

１１０ ４０

計 ２６０ １３４

＊１ 動物保護管理所は飼い主不明の犬等の保護収容を目的としており、被災動物の一時

預かり等は想定していないが、緊急避難的に使用するものである。

＊２ 収容可能頭数は動物の大小、その他の状況により異なる。

緊急時用ケージ保管状況

緊急災害時動物救援本部（東京）所有 保護協会所有保 管 場 所

合成樹脂動物ケージ 金属動物ケージ ステン犬ケージ

静岡市動物指導センター ３００ ８０

静岡県動物管理指導センター ３００ ７０ ６０

中部健康福祉センター １０

計 ６００ １５０ ７０

＊１ 数は配置当初の概数である。

＊２ 救援本部所有のケージは動物保護協会が保管管理。  

＊３ 静岡市動物指導センターが保管管理しているケージの大半は新潟県に移送され、中

越地震被災動物の救護に使用されている。（05.12.21現在）
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３ 臨時動物救護病院

収容可能頭数№ 名    称 所 在 地 電   話

犬 ねこ

１      

２      

３      

＊１ 県獣医師会所属の動物病院で、「臨時動物救護病院」として依頼できる病院を平常時

に確認・整備しておく。

＊２ 被災状況により被災動物救護本部が「臨時動物救護病院」として依頼する。

＊３ 被災後、治療を必要とする犬・ねこ等の保護収容、入院・治療を行う。

４ 被災動物救護センター候補地

市  町 名  称 所 在 地 管 理 者 連絡方法 面 積

（例）静岡市 安倍川河川敷 静岡市 国土交通省 ○ ○ ○ ○○㎡

     

     

     

＊１ 「被災動物救護センター」として使用できる候補地を調査しておく。

＊２ 被災後直ちにセンター設置の許可申請ができるよう、候補地の管理者の名称・氏名・

連絡方法等を平常時に確認しておく。
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保護・保管マニュアル

１ 飼い主不明の動物
（１）飼い主不明の動物の保護収容依頼があった場合、担当者は、様式 1の「飼

い主不明の動物の保護収容依頼 受付票」に必要事項を記入し、被災動物
救護センター（以下センターという）に保護する。

（２）保管に当たり、様式 2 の「被災動物管理台帳」に必要事項を記入し、管
理する。

（３）センターに保護した動物は、その特徴等の情報を公表し、飼い主を探す。
（４）獣医師会を通じ、各動物病院にも情報提供を行い、飼い主を探す。

（５）保護から 1 ヶ月間飼育し、飼い主が現れない場合は飼育希望者に譲渡す
る。

２ 飼い主がいる動物 
（１）飼い主は、動物の一時保管を依頼する場合、様式 3 の「動物の一時保管

依頼書」に必要事項を記入の上、飼い主が直接センターに持ち込む。ただ
し、持ち込みが出来ない場合は、自宅、動物病院又はペットショップ等に
一時保管し、その後センターから出向き引取ることとする。

（２）担当者は、保管に当たり、様式 2 の「被災動物管理台帳」に必要事項を
記入し、管理する。

（３）一時保管の期間は、原則として 1ヶ月間を限度とする。
（４）1 ヵ月後、飼い主がどうしても引取ることが出来ない場合は、様式 4 の

「動物の一時保管延長依頼書」を提出する。

（５）一時保管依頼していた動物がどうしても飼育が出来なくなった場合は、
様式５の「所有権放棄届」を提出させ、飼育希望者に譲渡する。

３ 行方不明動物
（１）飼育していた犬、ねこ等が行方不明になり、飼い主が探している場合は、

様式６の「さがしています」に記入し、掲示板に掲示する。

－132－



管理台帳№
様式 1                 

飼い主不明の動物の保護収容依頼

受   付   票

受付年月日 年  月  日 受付担当
分   類 □來所 □文書 □電話 □メール □その他（   ）

氏  名
携帯電話     －    －
住  所
電  話     －    －

依頼人

連絡先名称
電   話     －    －

内 容 □ 犬
□ ねこ
（   ）

□ 保護収容  □引取り    □死亡動物
□ 行方不明  □新飼育者相談 □避難所飼い方指導
□ 迷い込み  □負傷動物   □苦情・その他

動物の特徴 毛色（   ）、♂ ♀、体格（大中小）、首輪（有・無）
その他（                     ）

発 見 場 所

保護収容予定日 月  日（  ）午前・午後（  時）（予定不明）
保護収容月日 月  日（  ）  時
保護収容場所 発見場所、その他（                  ）

概    要

備    考
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台帳№

様式 2            被災動物管理台帳

保護収容日   月  日 ケージ№ 引取り予定日 月  日
区   分 飼い主不明の動物 飼い主がいる動物
氏   名
携 帯 電 話

【依頼人】
（   －   －   ）

【飼い主】
（   －   －   ）

住   所
電   話 （   －   －   ） （   －   －   ）
連絡先名称
電   話 （   －   －   ） （   －   －   ）
要   件 ＜迷い動物＞ ＜一時預かり動物＞

動物種 犬、ねこ、（      ） 毛色

種類 （       ）雑種 首輪 有無 色（     ）

呼び名 マイクロチップ 有無 番号 

年齢   才（幼、若、中、老） 鑑札 有無 番号

性別   ♂   ♀ 注射済票 有無 番号

体格   大  中  小 管理上の注意点 神経質、凶暴、咬む、逸走

保護収容時の状況 外傷・疾病の有 無

                

治療の概況

ワクチン接種

経  過 飼い主判明返還（ 月 日）、一時預かり後飼い主に（ 月 日）

新飼育者へ（ 月 日）、死亡（ 月 日・死因       ）

保護継続（ 月 日、 月 日、 月 日）その他

完了月日   年  月  日

写  真
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管理台帳№
様式３

動物の一時保管依頼書

私は、自然災害の発生により被災し、私の所有する動物の飼育が一時的に困
難になりました。
つきましては当該動物の一時保管を次の条件により依頼します。

１．私の所有する下記の動物を    年  月  日から    年  月  
日まで貴所に一時保管していただきたく依頼します。

２．上記期間内に飼育可能になった場合は、直ちに当該動物を引取ります。
３．上記期間内に引取る努力をしますが、引取ることが不可能の場合は「動物
の一時保管延長依頼書」を提出しますので一時保管の延長をお願いします。

４．私の所有する当該動物の所有権を放棄することとなった場合は「所有権放
棄届」を提出します。

５．依頼期間が満了後、第 3項又は第 4項の手続きをとることなく 1ヶ月が経
過した場合は、所有権を放棄したとみなし、当該動物を新たな飼い主に譲渡
されても異議の申し立てはいたしません。

６．一時保管を依頼した動物が、やむを得ない事情により死亡、逃亡又は負傷
してもその責めは問わないものとし、損害賠償等を求めません。

記
動物の種別 犬 ねこ その他（                ）
種   類 呼 び 名  

性   別  ♂   ♀ 毛   色
体   格   大 中 小 年   齢
首   輪 有（色・  ）無 マイクロチップ番号 有（     ）無
鑑札番号 有（    ）無 注射済票番号 有（     ）無
その他特徴等

年  月  日
被災動物救護センター長 様
住 所（住民票）              電話

現住所                   連絡方法

氏 名           （代理人）        
備 考
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管理台帳№
様式 4

動物の一時保管延長依頼書

私は、  年  月  日に一時保管の依頼をした下記動物の保管依頼期間
を次の理由により延長することを依頼します。
[理由]

[保管依頼期間]
 「   年  月  日まで」を「   年  月  日まで」に延長する。

記
動物の種類 犬、ねこ、その他（               ）

種   類 呼 び 名
性   別 ♂   ♀ 毛   色
体   格 大 中 小 年   齢
首   輪 有（色・  ）無 マイクロチップ番号 有（    ）無
鑑札番号 有（    ）無 注射済票番号 有（    ）無
保護収容年月日        年  月  日

その他特徴等

年  月  日

被災動物救護センター長 様
住 所（住民票）             電話

現住所                  連絡方法

氏 名          （代理人）            

備 考
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管理台帳№
様式５

所 有 権 放 棄 届

平成  年  月  日

被災動物救護本部長 様

住所（住民票）           電話  

現住所               連絡方法

氏 名            （代理人）         

備 考

私は、下記の動物の所有権を放棄し、無条件・無償にて貴救護本部に譲渡い
たします。
この動物の取扱については、すべて貴救護本部にお任せし、今後いかなるこ

とについても一切要求しないことを申し添えます。
記

救護施設名
動物の種別 犬、 ねこ、その他（                ）
種   類 呼 び 名

性   別 ♂     ♀ 毛   色
体   格 大  中  小 年   齢
首   輪 有（色・   ）無 マイクロチップ番号 有（    ）無
鑑札番号 有（     ）無 注射済票番号 有（    ）無
保護収容年月日      年   月   日
その他特徴等
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様式６       年 月 日 掲示

種類 犬     ねこ    その他（      ）

年令 性別

毛色 名前

登録番号 注射番号

マイクロチップ番号

特記事項

写  真

連絡先

避難先

氏名
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ボランティアの業務

１ 保護収容した被災動物の世話
給餌 ドッグフード、キャットフード、飲料水の給与

食器類の洗浄・消毒。
運動 犬はリードを確実に装着し散歩。

ねこは室内。
手入れ シャンプー、ブラッシング。
清掃・消毒 犬舎、ねこ舎、運動スペース、ケージなどの清掃・消毒。

動物の使用する敷物などの洗濯。

健康チェック 食欲、元気、負傷の有無などチェック。
その他 健康管理上必要なこと。

２ センター等の運営維持
運営上必要な事項 作業衣の洗濯・補修、必要品の購入。
施設の維持管理 施設・設備の拡充、補修。
その他 運営上必要なこと。

３ 事務管理
被災動物の飼育者との連絡調整（面会、引取り、里親の
相談など）。

連絡調整

ボランティアとの連絡調整
物資の管理 物資の管理、支援物資の要請・調整。
その他 必要なこと。

［ボランティア申込からの流れ］
１ 救護センターに申込（電話・直接）

↓
２ 救護センターはボランティア受付簿に記入し保管

↓
３ ボランティアは活動開始時にボランティア登録簿を作成しセンターに提出

↓
４ 救護センターはボランティア登録簿をボランティア受付簿と共に保管
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ボランティア受付簿

受付№

受付日 平成  年  月  日 受付者

[申込者]
氏 名              年齢   才   男・女

現住所

職 業

連絡方法 電話
携帯電話
その他

緊急時
連絡先

氏名          続柄   電話
住所

その他

[活動可能予定日等]
期 間   月  日～  月  日の間
曜 日 日 月 火 水 木 金 土
時間帯     時～    時
その他

[希望活動内容]
被災動物の世話 給餌、運動、手入れ、清掃・消毒、健康チェックなど
施設の運営維持 作業衣の洗濯・補修、施設・設備の拡充・補修など
事務管理 被災動物の飼育者との連絡調整、ボランティアとの連絡調整。
その他

[その他]
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ボランティア登録簿

登録簿№
受付簿№

[登録者]                        年  月  日
氏   名               （  ）才   男・女

職業           携帯電話

住   所 〒            電話

勤務先名称
勤務先住所 〒            電話

緊急時
連絡先

氏名        続柄   電話
住所

[動物飼育経験]
期  間 （ 年 数 ） 動 物 の 種 類

年 月 日～  年 月 日 （  年  月）
年 月 日～  年 月 日 （  年  月）

[動物関係ボランティア経験]
時  期 場    所 内      容
年  月
年  月

[ボランティア予定]
回数 期    間 備      考
１ 年 月 日～ 年 月 日
２ 年 月 日～ 年 月 日

[当救護センターにおけるボランティアの協力記録]
期   間 内     容

月 日～ 月 日 □散歩等  □半日  □一日  □泊まり
月 日～ 月 日 □散歩等  □半日  □一日  □泊まり

[その他]
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被災動物新飼育者募集要領

（目的）

第 1 この要領は、災害によって所有者による飼育が困難なため被災動物救護センター（以下「セン
ター」という。）に収容された動物に対して、新飼育者を募集することにより、より安定した

状態で生きる機会を与えることを目的とする。

（対象）

第2 この要領において対象となるのは、犬、ねこその他のペット動物とする。
（事務の分担）

第3 事務分担は別表１のとおりし、センターが担当する事務の詳細は別表２のとおりとする。
（募集計画）

第4 センター長は、新飼育者募集に係る計画を立てるものとする。
（飼育及び健康管理）

第5 対象となる犬、ねこその他のペット動物の飼育及び健康管理は、譲渡ができるまでの間、セン
ターが行うものとする。

（会場）

第6 新飼育者への譲渡は、特別の理由がある場合を除きセンターで行う。
（飼育の申込）

第7 犬、ねこの飼育希望者は、申込書（様式第 1号）によりセンター長へ申し込むものとする。
（譲渡）

第8 対象となった犬、ねこ、その他のペット動物は、当該動物の飼育能力についてセンター長が適
正であると承認した者に譲渡するものとする。ただし、飼育適正者が多数の場合は、抽選によ

るものとする。

（誓約書）

第9 新飼育者は、譲渡に際して、誓約書（様式第 2号）を提出しなければならない。
（不妊手術）

第10 犬、ねこを譲り受けた飼育者が繁殖を希望しない場合は、当該犬、ねこに不妊手術を受けさせ
て下さい。

（保健所への通知）

第11 センター長は、譲渡した犬、ねこの所在地を所管する保健所長に譲渡した犬、ねこの飼育者住
所、氏名等を通知するものとする。

（飼育管理指導）

第12 譲渡した犬、ねこの所在地を所管する保健所は、犬の登録、狂犬病予防注射の実施を確認する
とともに、犬、ねこの飼育者に対し、不妊手術、飼育方法等について指導するものとする。

（市町等の協力）

第13 新飼育者募集を円滑に推進するため、市町及び関係団体の協力を得るものとする。

附則

１ この要領は、平成  年  月  日から施行する。

２ この要領は、被災動物救護本部が解散した時に廃止する。 

－143－



別表１
事 務 分 担

区   分 担 当 事 務
被災動物救護本部 新飼育者募集の各保健所への通知

市町・関係団体への協力依頼
広報

被災動物救護センター 新飼育者募集の案内・申込用紙の作成・配布
譲渡申込受付、案内通知
対象動物の管理
対象動物の情報収集
住民からの問合せの対応
新飼育者への講習、助言
動物愛護団体との調整

保 健 所
支   部
市   町

新飼育者募集の広報
申込用紙等の配布
対象動物の情報収集
住民からの問合せの対応

別表２
被災動物引渡し時の動物救護センターの事務

事   務 備     考
総   括 新飼育者募集と譲渡に係る総括
会場の設営・保守・整理 犬サークル及びねこ保護ケージのスペース確保、

駐車場、講習会場の準備・整理
受付・進行 制度の説明

誓約書の受付
対象動物の所有権放棄届の確認

対象動物の管理 書類との照合
健康状態の確認

講   習 新飼育者に飼育意志の再確認
飼育に関する注意
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様式第 1号

申   込   書

平成  年  月  日 
被災動物救護センター長 様
住  所 〒

氏  名
電  話

私は、貴センターで管理する（犬・ねこ）を飼育したいので下記のとおり申
し込みます。

記
住居形態は？ 1戸建て マンション アパート （    ）
犬・ねこの飼育は？ 可能・不可能
同居家族構成は？ 大人  人、子供  人
転居の予定は？ 有 ・ 無
家族内で出産予定は？ 有 ・ 無

定期的に留守になる時間帯？ 有（    時間）・ 無
現在の飼育動物は？ 種類（        ）数（        ）
飼育動物の不妊・去勢措置？ 実施済み ・ 無 
飼育形態？ 室内飼い ・ 室外飼い
今までの飼育経験？ 有（動物種         を 年）・ 無
アレルギーのある人は？ 有 ・ 無 

今後世話ができる人は？ 有 ・ 無
家族全員の同意は？ 有 ・ 無
飼育を希望する動物は？ 犬（   頭）・ ねこ（   頭）
不妊・去勢の措置は？ 措置済みを希望 ・ 問わない  
犬の場合、大きさは？ 大型 ・ 中型 ・ 小型 ・ 特になし
希望する性別は？ ♂ ・ ♀

毛の長さの希望は？ 短毛 ・ 長毛 ・ 問わない
引取りの時期は？ 直ちに・準備期間がほしい（ 月 日）・未定
引取りの方法は？ 本人の責任により引取ります。
その他
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管理台帳№
様式５

誓   約   書

私は、下記の被災動物を引取り、再び家族の一員として迎え、関係する法律
を遵守し、飼育方法に関して貴所又は担当救護施設の指示に従い、生涯末永く
飼育することを約束します。
なお、引取り動物について貴所から現況調査等の依頼がある場合には、調査

に協力することを約束します。
記

動物の種類 犬、ねこ、その他（               ）

種   類 呼 び 名
性   別 ♂   ♀ 毛   色
体   格 大 中 小 年   齢
首   輪 有（色・  ）無 マイクロチップ番号

鑑札番号 注射済票番号
保護収容年月日 年   月   日

その他特徴等

年  月  日

被災動物救護センター長 様
住 所（住民票）             電話

現住所                  連絡方法

氏 名          （代理人）            

備 考
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